
氏名 業務の種類 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日

茂手木　賢人 柔道整復師 かおり整骨院 北見市光西町188-7 令 和 ６ 年 ２ 月 ５ 日

相馬　雄二郎
あん摩マッサージ
指圧師

からだ元気治療院千歳店
千歳市長都駅前三丁目1番3号サ
ンブライト長都C号

令 和 ５ 年 ９ 月１ ５日

相馬　雄二郎 はり師　きゅう師 からだ元気治療院千歳店
千歳市長都駅前三丁目1番3号サ
ンブライト長都C号

同 上

古川　憲史 はり師　きゅう師
リラクゼーションスペース
moeたきかわ

滝川市栄町1丁目11番 令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日

                                       北海道知事　鈴木　直道

北海道告示第10229号

  生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中
国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項においてその例によ
るものとされた場合を含む。）の規定により、医療扶助のための施術を担当させる機関を次のとおり指定した。

　　令和６年２月15日


